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新型コロナウイルス感染症に係る

茨城県知事記者会見



県内における新型コロナウイルス感染症の状況（2020.4.５現在）

≪ハミングハウス（神栖市・障害福祉サービス事業所）≫

≪その他≫

≪JAとりで総合医療センター≫

感染者数 １２人
⑫⑬⑮⑱⑲⑳㊳㊴㊵

感染者数 １３人
⑯⑰㉒㉓㉔,㉝～㊲,

≪アレーテル・つくば（介護老人保健施設）≫

感染者数 １１人
㉖～㉜，㊺～㊽

海外渡航歴有

感染者数 3人
①②③

県外感染疑い及び家族・知人感染

感染者数 ２５人
④～⑪，⑭㉑㉕，㊶～㊹，㊾， ～ ，
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※丸数字は陽性確認者番号
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市町村ごとの感染確認・リスクの状況

【令和２年４月６日現在】



○始業式（基本は４／６），入学式（基本は４／７）は通常通り実施

○全県立特別支援学校，感染拡大要注意市町村である10市町にある県立中学校・

高等学校・中等教育学校

⇒ 感染拡大のリスクを勘案し，４／８～５／６までを臨時休業

新型コロナウイルス感染症に対する新学期（４／６～）の対応について
教育庁学校教育部

感染拡大要注意市町村（10市町）
つくば市，つくばみらい市，守谷市，土浦市，阿見町，牛久市，龍ケ崎市，取手市，神栖市，古河市

■ 学校再開後について
○ 健康状態の確認・手洗いや咳エチケットの徹底

○ 換気の徹底・近距離での会話や発声等の際のマスクの使用等

○ 新型コロナウイルス感染症予防のために登校しない場合（公共交通機関

での通学が不安な場合等）でも，欠席扱いとはしない。

その際，家庭における学習課題を提示，学習の状況を確認

※今後の状況によっては，方針の変更あり

■ 学校再開の考え方
○ 複数のクラスターが発生しているが，何れも調査・監視下にあり，感染

の連鎖は止められている。

○ 10市町以外の県立中学校，高等学校

⇒ 感染症対策を十分に行った上で，授業・部活動等を実施



無症状者・軽症者の療養体制について

本県は，感染源が分からない患者が継続的に発生する状況にはないが，
○集団感染（クラスター）が断続的に発生しており，患者数が継続的に増加して
いること や

○現時点での入院医療提供体制の整備状況 等に照らし，

今後，入院治療が必要な患者がさらに増加する場合に備え，重症者の受入体
制を強化する必要がある。

○陽性の無症状者や軽症者については，重症化リスクや療養環境を考慮
しつつ宿泊施設や自宅での療養を積極的に活用する。

○厚生労働省通知（※）を踏まえ，地域における軽症者等について，安静・

療養を行うための宿泊施設を県で確保・提供する。

○宿泊施設における療養環境については，厚生労働省のマニュアルに基

づき，適切に整備・運営する。(保健師または看護師の日中常駐，医師のオンコール
対応，ICTツールも活用しつつ毎日の健康状態の把握等)

※令和２年４月２日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「新型コロナウイルス感染症の
軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」



茨城県新型コロナウイルス感染症対策協議会入院調整本部の概要

目的：各保健所で行っている入院調整を県庁に一元化することにより，症状に適した医療機関への入院調整
をスムーズに行い，患者の適切な医療につなげる。

入院調整本部

患者情報を総合的に判断

広域的な
入院調整依頼

及び
転院等の依頼

搬送先
を指示

患者・病院等との調整

○ 患者の重症度に応じ，速やかに適切な医療を提供する。
○ 複数の保健所からの入院依頼による，医療機関内の混乱を解消する。
○ 保健所圏域による医療資源の格差の解消。
○ 妊産婦・透析患者・精神疾患等の専門治療が必要な患者への適切な対応を可能にする。

患
者
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情
報

医
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報

・年齢
・症状
・基礎疾患
・臨床経過
・リスクの有無
・住居地
・その他

・対象医療機関
・宿泊施設
・その他

帰国者・
接触者外来

衛生研究所 保健所

ＰＣＲ検査実施 検査結果報告
発生届受理

茨城県新型コロナウイルス感染症対策協議会

茨城県新型コロナウイルス感染症対策協議会分科会
（呼吸器内科等の専門医 ３名）

＋
患者搬送コーディネーター ３名
(災害医療コーディネーター）

報告・連絡・調整

※管轄内の入院調整について
保健所も協力



新型コロナウイルス感染症軽症患者 受入施設について

１ 基本的な考え方

国のマニュアルに基づき，公的施設を優先して，受入施設の確保に向けて調整。

２ 現在の状況

公的施設４施設において，約160室を確保。

３ 今後の予定

今後は，民間ホテルに対する協力要請も含め，引き続き，受入施設の拡大に取り組ん

でいく。


